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建設業法施行規則等の一部改正について 

 

平素は本会の活動に対しまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、経営事項審査において、持続可能な建設業の実現に向けた「担い手の育

成・確保」や地域の守り手としての「災害対応力の強化」の取組を適正に評価す

るとともに、事務効率化のための審査項目の見直しを行うため、「建設業法施行

規則」、「建設業法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の項目及び基準を

定める件」及び「経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等

を定めた件」の一部が改正され、公布されました。 

それに伴い、「経営事項審査の事務取扱いについて（通知）」についても一部改

正されました（施行日：令和８年７月１日）。 

つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですが、本件について、貴会会員企業の

皆様に対して周知賜わりますよう、よろしくお願い申し上げます。 
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